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１．長期使用対策の検討の基本的考え方 

長期使用対策ＷＧでは、「今後の住宅産業のあり方に関する研究会」－

議論の中間的な取りまとめ－（平成 19 年 6 月 15 日）（以下、「中間的な

取りまとめ」という。）第４章 具体的な取組１．住み継ぐための住宅の

長期使用対策の（８）に記載されている「住宅関連産業界における連携（住

生活支援等）」という基本的考え方に基づき、検討を行った。 

 

 

第４章１．（８）住宅関連産業界における連携（住生活支援等） 

住宅産業が今後も持続的な発展を遂げていくとともに、良質な住宅を長く使

用していける社会を実現していくためには、住宅産業に関連する事業者の個々

の取組のみならず、住宅メーカー、建材・住宅設備メーカー、さらには関連団

体が共通の認識のもと、役割分担を行いながら連携して事業を展開していくこ

とが必要であり、これにより事業効率を高めたビジネスを展開していくことも

可能となると考えられる。 

また、事業に係る情報共有を図りながら、効率的かつ利便性の向上につなが

るビジネスを確立することは、事業者間におけるメリットのみならず、住まい

手に対し住宅というハードに加え､生活の質の向上を支援していくソフトの供

給へもつながるものと言える。 

こうした取組は、従来の同業他社間での差別化による限定的な市場の中での

競争から、同業他社間がもつポテンシャルを相互に高めることによって、新た

な市場へ活動範囲を拡大することにつながる可能性を有するものである。 

 

また、「中間的な取りまとめ」第３章 住宅産業の今後の方向性において、「『住

み継ぐ』住宅システム」の構築の考え方、対応の方向性が示され、メンテナン

スの現状及び今後について、住宅長期使用対策として不可欠な長寿命住宅の長

期継続的メンテナンスの実現性の観点から、ポイント、キーワードが整理され

た。（参考資料１参照） 

 
２．住宅産業を巡る政策動向 

  平成１８年６月、住生活基本法及び同法に基づく住生活基本計画が制定さ

れ、「ストック重視の施策展開」が基本方針とされた。さらに、福田内閣に

おける重要政策として「２００年住宅」に向けた取組が推進され、現在、国

土交通省により「長期優良住宅の普及の促進に関する法律案」の提出が検討

されている。質の高い住宅等の建築、及び適切な維持保全の実施等を促進す

ることを目的に、一定以上の性能等を有する新築住宅の認定基準、及びメン

テナンスプログラム等による建築・維持保全計画の認定要件を定め、認定住

宅が税制・金融措置の対象となる法制度が検討されている。 

こうした動きと連携して、経済産業省においては、ストック住宅ＣＳ（消

（参考）「中間的な取りまとめ」－抜粋－ 
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費者満足度）調査、住生活エージェントのサービスの質に関する調査等委託

事業などを行うことによりストック住宅の流通阻害要因を把握し、その対応

策を提示することとしている。これらの調査を通じ、２００年住宅を後押し

するとともに、ビジネスとしての実現性担保の観点から、住宅を住み継ぐた

めの先駆的取り組みについて積極的な提案を行い、長期耐用住宅(２００年住

宅)の具体的なビジネスへの落とし込み(転換)の支援を図るべきである。 

本ＷＧでは、国土交通省の政策動向と住宅産業界の取り組みの全体像を踏

まえ、その中で、経済産業省が取り組むべき課題について検討を行った。（資

料１参照） 

 

３．長期使用対策ＷＧにおける主な検討内容 

  １．及び２．を踏まえ、長期使用対策ＷＧでは、住宅の長期使用実現に向

けての第１ステップとして、６０年耐久を前提として、以下のテーマについ

て検討を行った。 

１ 「長期使用住宅システム評価等」（仮称）の検討 

 ２ 新築時の「耐久性に関する計画書」（主にスケルトン）の検討 

 ３ 「長期使用対応部材」（仮称）の検討 

 ４ 維持管理における「維持管理システム」の検討 

 

 （１）１の検討内容 

    本ＷＧでは、住宅の長期使用にあたっては、良質な住宅を供給する

事業者を判断する目安があるとわかりやすいと考え、住宅供給事業者

等による長期使用に対応する住宅を供給するシステムを以下の項目

により評価し、一定の評価ができる場合には「長期使用住宅システム」

（仮称）として公表するしくみを検討した。 

   ①「耐久性に関する計画書」 

②「長期使用対応部材」 

③「維持管理システム」 

関係業界は、アクションプログラム（後述）における業界団体のガイ

ドライン又は指針に沿って、「長期使用住宅システム評価等」（仮称）

を実施することが適当である。 

 

 （２）２の検討内容 

住宅の長期使用にあたっては、計画的な住宅の手入れが重要であるこ

とから、本ＷＧでは、その内容及び計画書実施の点検体制についてプロ

トタイプを検討し、「耐久性に関する計画書」として提案した。本計画

書は、（１）で述べたとおり、「長期使用住宅システム」の評価項目と

なるとともに、アクションプログラム（後述）中の業界団体のガイドラ

イン又は指針として、各住宅メーカーが住まい手との間で、耐久性等の
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お 客 様

住宅メーカー

ＤＩＹ業界
建材・
住宅設備
メーカー

維持・保全計画を作成する際に参考指針として活用されるものである。 

また、プロトタイプについては、「長期優良住宅の普及の促進に関す

る法律案」の運用において、認定の基準に反映されるよう国土交通省に

対し、提言を行うこととしたい。（参考資料２参照） 

 

 （３）３の検討内容 

    住宅の長期使用にあたっては、住まい手によるメンテナンスが欠かせ

ない要素となる。しかし、住まい手が住宅および住宅構成部品の修理

（ＤＩＹを含む）やリフォームを行う際に、修理用部品等が入手でき

ないため修理・交換したい部品だけでなく、全体を取り替えなければな

らないことも少なくないという実態がある。 

    その主な原因は、住宅メーカーが各社でオリジナルの部品を要求して

いたことにあるが、これまで住宅メーカーと建材・住宅設備メーカーと

の間で、長期メンテナンスを考慮した長期供給が可能な汎用的部品（Ｄ

ＩＹ向け部品を含む）についての検討の場は設けられてこなかった。 

このため本ＷＧでは、標準化すべき部品・部材（事項）と創造性を発

揮すべき部品・部材（事項）（差別化・競争・固有技術・認定がらみ・

外観意匠など）を整理した上で、標準化が可能な部品・部材として選定

したものを「長期使用対応部材」（仮称）とし、併せて仕様の標準化す

べき点について整理した。（資料２参照）この部材は、（１）で述べた

とおり、「長期使用住宅システム」の評価項目となるものである。 

関係業界は、アクションプログラム（後述）における業界団体のガイ

ドライン又は指針に沿って、「長期使用対応部材」の仕様等の標準化を

行うことが適当である。 

なお、標準仕様決定後の「長期使用対応部材」の仕様改善においては、

標準化寸法等を守ることで、過去の部材・部品との互換性を保つように

するとともに住まい手による簡便な工事については適切な時期に適切な

コストをかけメンテナンスを実施できるよう、住宅メーカー、建材・住

宅設備メーカー・ＤＩＹ関係業界が協力して安定供給することが重要で

ある。 

    

 

 

 

 

 

 

 

図１．住宅構成部材の供給・メンテナンス全体プロセスの最適化・連携強化イメージ図 

住 まい手
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 （４）４の検討内容 

（２）の「耐久性に関する計画書」は、正確に実施されて初めて効果

がある。本ＷＧでは、住宅会社が定期的にストック住宅を訪問点検し、

計画書の実施状況を点検する長期点検システムと、計画修繕には盛り込

めないその他の補修項目を担保する実施体制を併せた「維持管理システ

ム」を提案した。 

住宅会社は自主的に、アクションプログラム（後述）における業界団

体のガイドライン又は指針に沿って、「維持管理システム」を準備する

ことが適当である。 

また、「維持管理システム」により記録された「耐久性に関する計画

書」の実施状況は、住宅資産情報として残されていくことが必須と考え

る。 

 

４．今後の取組について 

  「中間的な取りまとめ」においても、第３章 住宅産業の今後の方向性と

対応３．対応にあたっての留意事項の（１）諸問題の同時解決と具体的な

取組の必要性 において、“何よりも重要なことは、理念や課題解決の考

え方を示すだけでなく、いかに具体的な取組の第一歩を踏み出すかという

ことである。”とある。本ＷＧのアウトプットが“報告書”で終わること

のないよう、具体的な成果に結びつけるアクションプログラムを示すこと

とする。（資料３参照） 

  また、「中間的な取りまとめ」で検討項目として挙げられたもののうち、  

未検討の項目についても、アクションプログラムに沿って、引き続き検討

を行う。 

なお、第７回長期使用対策ＷＧにおける本報告書（案）の検討において、

委員より、アクションプログラムの実施主体について、業界横断的な組織の

中で、長期的、継続的に取り組むべき場が必要であるとの意見が出された。

このことを踏まえ、既存の団体を含む関連業界団体での実施の方向で検討を

行う。 
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住宅の長期使用に向けて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※黄色部分が「長期使用対策ＷＧ」の O/P（提案） 

資料１ 

「戸建住宅の長期使用」 を目指す第１段階として フロー（新築）事業

「60年耐久」 を前提としたシステムを検討。 超長期住宅への建替え促進

新築時性能の認定基準

新築時  一定以上の初期性能 

     耐震性、耐火性、省エネルギー性能、バリアフリー

     耐久性＝基本構造（基礎、躯体）が一定以上の耐久性

　　　　　　　　を有すること

     間取りの可変性、内装・設備の維持管理の容易性

     建築・維持保全に関する計画     

住宅所有者が保存する

 ①　耐久性に関する計画書 （主にスケルトン） 住宅資産情報 （住宅履歴）

    a. 耐久性評価 ･･･ 構造・屋根・外壁・外装・埋設設備

    b. 長期修繕計画 ・・・ 耐久性に応じて「改修（交換）時   基本情報 (概要）

       期」 の定められる部材・仕様の設定   アフターサービス情報

    c. 長期点検による補修計画・・・長期点検により補完し、 （マニュアル、取扱説明書類 含）

　　　補修を行う部材・仕様の設定   契約情報

  申請情報

 ②　長期使用対応部材   設計関連書類

    a. 耐久性維持のためにスケルトンの耐久性を担保する   建築図書

　　　ための共通の基準   施工検査記録

    b. インテリア・設備のメンテナンス性向上（定番カラー等）   点検・診断記録

　　　（リフォーム時の可変容易性、部材供給）   計画修繕記録

    c. 交換用部材（可動部など）の交換容易性 （必須寸法   修理記録 （長期保証項目）

維持管理 　　　規定等）   設備更新記録

  被災情報

 ③　維持管理システム   増改築記録

    a. 「耐久性に関する計画書」に記載の補修事項を長期で

       点検・補修する仕組み   ※住宅所有者は、建築会社

   b. 「耐久性に関する計画書」に記載の長期修繕計画を      などから入手した資料を

       実施するための施工体制（部材の改修・交換）と部材      保管しておく。

       供給体制の仕組み ※プレ協CS委員会案より

資産活用

流通促進   ①住み替え

住宅系不動産会社による自主的推進活動   ②賃貸化

メンテナンスの推進・啓発 優良ストック住宅の   ③リバースモーゲージ

～住宅・建材・ＤＩＹ業界の連携 評価方法の標準化   ④超長期住宅対応 損害保険

・顧客啓発 ①土地・建物の分離評価   ⑤超長期住宅対応 融資

　メンテナンスに関するＰＲ活動 ②スケルトン・インフィルの

・メンテナンス部品の長期供給 　分離評価   ストック事業の活性化

　システム体制作り、ガイドラ ③長期点検システムの実施         計画修繕事業 

　インの設定 　 （点検・補修）         不動産仲介事業 

・メンテナンスに関する人材育 ④「耐久性に関する計画書」         不動産管理事業  

　成 　の計画修繕の実施履歴         リノベーション事業

・ノウハウの共有    ※または、査定時診断         買取・再販売事業

        金融・保険事業

住宅の長期使用の実現  30年→60年（→ 100年超）

良質なストック (資産価値) をベースにした安心で豊かな社会の実現

長
期
使
用
住
宅
シ
ス
テ
ム
評
価
等

新築時に求められる性能
の基準についての検討

保存しておくべき住宅資産情
報（住宅履歴）についての検
討
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「長期使用対応部材」（仮称）の仕様の標準化の検討結果 

 

対    象 検討の対象（標準化すべき事項） 

スケルトン 

 

柱・梁・床等の構

造躯体 

・材料、防錆性能・断熱材の耐久年数等の

仕様（※固有技術は対象から除く） 

内装材(クロス､床

材､天井材､畳等) 

・クロス、床材の定番カラーの標準化 

・各社が共通採用可能なメンテ部材の設定

内部建具 ・金物類等の仕様標準化 

・定番カラーの標準化 

インフィル 

設備部材 (キッチ

ン､洗面､浴室､ト

イレ､給排水設備、

配管 等) 

・基本寸法の標準化 

・建物本体との取り合い部分に関する標準

化 

（※外観、機能面は対象外） 

屋根・外壁防水 ルーフィング、シ

ーリング 

・基本材料の仕様標準化 

本体 ・防水性能の標準化 開口部(玄関･勝手口ド

ア、サッシ､雨戸 等) メンテナンス部品 ・機能､寸法､外観等､全般的な仕様標準化

外部（バルコニー、雨樋） ・各社の固有技術部分以外の仕様標準化 

外装（外装・屋根葺材 等） ・意匠に係る部分である為、対象外とする

（※『住まいと設備のメンテナンススケジュール（住宅産業協議会編）』を参考に作成） 

 

＜選定基準＞ 

ａ．「耐久性に関する計画書」の対象（構造躯体、屋根防水、外壁防水、開

口部、外部（樋等）等）全てにおいて、消費者から見えない部位も含め、

標準化の可能性を検討し、標準化することによって競争原理における不利

益等が生じないものを選定。 

ｂ．インフィルについては、色（カラー）を含めてメンテナンス性を高めら

れるよう、標準（定番）化の可能性を検討し、差別化を図って競争するも

のとは別に、標準（定番）化できるものを選定。 

ｃ．これまでのメンテナンスの実績に基づき、可動部品等の劣化に伴う交換

が必要な部品は出来る限り交換を容易にするための必須寸法の標準化（共

通化）の可能性を検討し、選定。 

資料２ 



  - 7 - 

アクションプログラム 

 

（１）「長期使用住宅システム評価等」（仮称）の推進 

内  容：下記評価項目に基づき、住宅供給事業者等による長期使用

に対応する住宅を供給するシステムを評価し、公表等を行

う。また、推進にあたって必要な運営、評価項目内容・

評価の手続き・審査の結果及び公表の内容・方法の策

定、並びに評価項目導入実施状況の調査等を行う 

  ＜評価項目（案）＞ 

①「耐久性に関する計画書」 

スケルトン（構造・屋根・外壁・外装・サッシ・埋設設備）を 

ａ．耐久性評価 

ｂ．長期修繕計画 

ｃ．長期点検による補修計画 

の３つの軸で評価し、60 年耐久を担保する。 

   ②「長期使用対応部材」 

    住宅を構成する部材(部品・建材・住宅設備等)の標準化(共通化) 

     ａ．耐久性維持のためにスケルトン部分で共通化しておくべき基準 

ｂ．インテリア・設備仕様のメンテナンス性向上（定番カラー化な

ど）（リフォーム時の可変容易性、部材供給） 

ｃ．交換用部材（可動部など）の交換容易性（必須寸法規定など） 

   ③「維持管理システム」 

     ａ．「耐久性に関する計画書」に記載の補修事項を長期で点検・

補修する仕組み 

     ｂ．「耐久性に関する計画書」に記載の長期修繕計画を実施する

ための施工体制（部材の改修・交換）と部材供給体制の仕組

み 

実施手段：業界団体の「ガイドライン」又は「指針」化 

   実施主体：業界団体（住宅メーカー、建材・住宅設備メーカー） 

   実施時期：平成 20 年度 

 

（２）「耐久性に関する計画書」の整備 

内  容：住宅の長期使用化に向けた「耐久性に関する計画書」の整備 

⇒先駆的住宅会社で超長期住宅関連法施行前に先行導入 

   実施手段：業界団体の「ガイドライン」又は「指針」化 

   実施主体：業界団体（住宅メーカー、建材・住宅設備メーカー） 

        ※「ガイドライン」又は「指針」に基づき、各社毎に設定さ

れる「耐久性に関する計画書」を住まい手に提示し、その

実施をフォローする。 

資料３ 
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   実施時期：平成 20 年度 

 

  （３）「長期使用対応部材」等標準化（共通化）の整備 

内  容：住宅用部材(部品・建材・住宅設備等)を長期使用するための

仕様の規定 

   実施手段：業界団体の「ガイドライン」又は「指針」化 

                交換部品の必須寸法規定等は新ＪＩＳとして提案 

   実施主体：業界団体（住宅メーカー、建材・住宅設備メーカー） 

        ※「ガイドライン」又は「指針」に基づき、各社毎に設定さ

れる「耐久性に関する計画書」を住まい手に提示し、その

実施をフォローする。 

   実施時期：平成 20 年度 

 

 （４）「維持管理システム」の整備等の推進 

内  容：60 年の長期使用を前提として、50 年までの長期点検を実施で

きるシステムを整備、推進 

⇒先駆的住宅会社で導入実施 

実施手段：業界団体の「ガイドライン」又は「指針」化 

※「ガイドライン」又は「指針」に基づき、各社毎に設定さ

れる「耐久性に関する計画書」を住まい手に提示し、その

実施をフォローする。 

実施主体：業界団体（住宅メーカー、住宅建材・設備メーカー） 

   実施時期：平成 20 年度 

 

（５）住宅ストックニーズの把握について 

   内  容：ストック住宅ＣＳ（消費者満足度）調査委託事業を実施。住

まい手の満足度等、今後の住宅の維持管理方法、長期使用に

対する考え方等を重点的に調査・分析し、ストック住宅市場

が形成されない原因について分析、その対応策に関する検討

を行う。 

   実施手段：築１５年戸建て住宅の住まい手を対象にアンケート調査を実

施。 

   実施主体：経済産業省住宅産業窯業建材課 

   実施時期：平成 19 年度より実施し、集計中。今後も継続予定。 
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メンテナンスの現状と今後 

参考資料１ 

住宅メンテナンスの現状・課題

現現 状状

建材・住宅設備メーカー ハウスメーカー

住まい手

ホームセンター

オリジナル性、低価格を要求

多品種化、修理用部品の不備、短期保証

簡単なメンテナンスは無償を要求

一部は保証期限後の無償修理を要求

１～２年の短期保証、

修理部品の欠如

定期点検困難

多品種部品

一部は保証期限後の
無償修理を要求

長期点検実施、しかし
修理部品、代替品

修理情報、不十分

保証期間を超える

修理は有償で対応

ＤＩＹは限定的

企業利益の圧迫
顧客満足度低下

企業利益の圧迫
顧客満足度低下

不具合の放置、住生活に対する不満
大、住宅資産価値低下、短命住宅

現実には顧客の理解が得ら
れづらく企業負担も多い

本来自分でできるような簡単な
メンテナンスも業者が実施

住宅長寿命化の実現とともに、住宅、建材・住宅設備等関連産業の持続的発展を目指す

長期継続的メンテナンスの実現

今今 後後

建材・住宅設備メーカー ハウスメーカー

住まい手

ホームセンター

保証期間等を含めた適正な価格交渉

修理用部品についても標準化し、

長期供給・長期保証を設定

業者に頼むべきものを
有償でメンテナンス

条件付き長期保証

修理部品の長期提供

標準部品、

汎用的部品

業者に頼むべきもの
を有償でメンテナンス

設備も含めて長期点検
実施、修理部品で安価
にメンテナンス対応

条件付き長期保証

修理等情報の提供

ＤＩＹの範囲拡大

企業利益の向上
顧客満足度向上

企業利益の向上
顧客満足度向上

メンテナンスの充実、快適な住生活、
住宅資産価値向上、長寿命住宅

標準部品の提供、
簡易補修のＤＩＹの実現

補修効率化の実現
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